
準専門家派遣拠出金［継続］
【２７（２７）百万円】

対策のポイント
目に見える日本の国際貢献を行う観点から、国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）

に対して人的貢献を行います。

＜背景／課題＞

食料・農業に関する国連の専門機関であるＦＡＯに対する人的貢献は、目に見える日

本の国際貢献を行う観点から重要な政策であるため、適切な人材を準専門家として

ＦＡＯへ派遣します。

政策目標
世界の食料安全保障の確立に貢献

＜主な内容＞

ＦＡＯ準専門家の派遣 ２７（２７）百万円
・開発途上国における農林水産業開発に協力するため、ＦＡＯの準専門家派遣制度に継

続して参加し、ＦＡＯの上級専門家を補佐する準専門家を派遣します。

・準専門家の派遣に要する経費は派遣国政府の負担となっているため、ＦＡＯへ職員を

派遣するために要する経費を計上します。

拠出先：国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）

事業実施期間：昭和４８年度～

お問い合わせ先：

大臣官房国際部海外投資・協力グループ （０３－３５０２－５９１３）

国際機構グループ （０３－３５０２－８４９７）

[平成30年度予算の概要]
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準専門家派遣拠出金

○ ＦＡＯ準専門家の派遣
国連食糧農業機関（ＦＡＯ）の制度であるＦＡＯ

準専門家派遣制度に昭和４８年度から継続して参加
しており、開発途上国における農林水産業開発に
協力するためにＦＡＯの上級専門家を補佐する。

また、日本がＦＡＯを通じて行う国際貢献をＰＲ
するための資料を作成し、日本の国際社会における
プレゼンス向上を図る。

事業概要・目的

○ ＦＡＯに、我が国からＦＡＯ準専門家として
１名派遣する（派遣期間は２～３年）

○ 日本がＦＡＯを通じて行う国際貢献をＰＲす
るための資料作成を行う。

事業イメージ

資金の流れ

○ 世界及び我が国の食料安全保障の確立に貢献。

○ 目に見える日本の国際貢献を行うことで、国
際社会における日本のプレゼンスが向上。

期待される効果

日本（100%）
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